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tionCenterhasra〔liologistswhoarel〕１．０１icientininterpretingimagesaHerdeath・Ｗｅｈａｖｅｐｕｔ
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Aiimageinlormationisoflenmorelhan300ＭＢ,1)ecauseofthewholebodyimagedata・

WesucceedGdinsendingimageswiihinlOminul(PＳevenh-oml〕001．Iinestatusalでas,by

compressingthescdata、

Ainetworksyslemisuselillloraroaswherethereal･ｅｍａｎｙＣｒｄｅｖｉｃｅｓａｎ〔llewradiologists

likeJapalLSimilarexaminationscanbeconductedanywhereinJal〕an1andcanprovideobjective

inlOrmation・AisysIGmwillbeilltr0duce(1ａｓａｎｅｗ〔leaUlinvestigaIiol1system．
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Kい'w(ﾉﾊﾞﾙＡＡＡﾘfopsy/ｍａｇｍｇＡﾉﾉﾉ7わﾉﾌﾞ77a"ｏｎｃｅﾉﾌiＷ

は，Ａｉが提11Ｈされた2000f１２以降，Ａｉ学会にリード

されるような形で，１１本|潮I1i会(2007年)，１Ｍ瓦放

り､１級.|鮒li会(2008年)などが検ｉｉ１ｌ会をウ:ち上げた．

ｿﾐ際のＩ流彩にUM1j参する|､11体である放射線科として

は，２()()9ｲ|ﾖ111に11本放射線科専''1Ⅱ炎会･医会(尊

'Ⅱルミ会)がＡｉワーキンググループを作り．2009年

1()11のＡｉガイドライン（ベクトルコア）の,'１(版へ

はじめに

海`)lrIMwf「チームバチスタの栄光｣「死,ﾉ《1/f《,ﾘ,i《,：

会」などのベストセラーにより一般人の,認,iI1が先

↑｢する形で死後ｌｌｌ１ｉｌ蝋(オートプシーイメージング

(以ｌｆＡｉ)）は社会に艸及してきた．これは．医療

界においてはかなり１１#異な現象である．医療界で

４
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とつながっている'１．IMiLi<学会のＡｉにⅡMする動き

はさらに鈍く，救急学会がやはり２０()()ｲﾄﾞに検,;`Ｉ

会をウニち上げたのが雌|ｿ)で，，洲膠の:ii体となるべ

き|｣水医学放りl線学会(||医放)は，２()l()fl2611に

始まったｌＬｉＬ<Ｗｉの「ﾀﾋﾟ|ﾉ《|究明にザ(するｸﾋﾟ亡時l1I1il蝋

診断の活用にUMする検Iiml会」で．Ａｉに|)LＩする1ﾘﾄ膠

制度に対するrij1[が|､lいてから初めてIliDき}I)した

というのが'ﾉﾐliliである．このような》|ﾊ態であるか

ら、小児科|ｸﾐ，）)謄吻1}人「:}など実際にＡｉの導入が

必要だと思われる('１１>\の,i歌Ⅱ度はさらに'1Kいとい

うのが現状だろう．今１１'|のような特災を皿して，

より多くの臨ﾙi<家にＡｉの有川１J|:についてII11解し

て頂ければと１，１１う．

iW1lを前提にｸﾋﾟ|ﾉﾋl究1ﾘ1と診療↑]二為の|ｸ辨的Ａ１「I1Iiを行

い診旅行為のjJl:Jlzの判１１１７とIIj猫lyjlkの二つを事

堆の'-1119としていたが，２()1(〕ｲIi311311111Mで，

モデル'１樅)６１象地域よりIi1.105の`|｛例を受け付け

たにfWま()，終「,ilM街報告,I|:が,'|}たものは82の萠

例だけであった．また，調廠報(';１１$が,'１}るまで樹、

かる期|Ｈ１は､12均1().4か１－１．１例あたり合１１１．で94.7

ﾉﾉ''１かかっている．ｌｌｌｊ題点としては、①解H1匝視

のH1M査と,i1lilllliのＭＷ１ｌ，②過jlijiへのitlﾘ1のliltしさ、

③川1j(il効Ⅱ↓のjllXさ，④IiliIlliする|ｸﾐ(IIliのVMil1と人

Ｉ:ｲ雌．⑤IIi発防['二対策に不｢'1欠な腕|ﾉﾘＩｉＭｆｆを第三

片機関が代行するなどが挙げられる．｜-分な効果

を上げたとはいえないにもかかわらず，2010年４

１１からは１１本|剛(安全評Il1i機構と名Iiiiを変え存続

している3)．これらの結果は，解NIIをIji提とした

ｸﾋﾟ|ﾉ《I究lﾘl11ill度にはやはり'1《界があることを,】〈して

いる．

Ａｉ導入前の死因究明について

医縦界において医雄過誤ならびに死|ﾉ（'究|ﾘ1に((鳶

点がwiてられたのは，やはり1999ｲ１２におきた，Ｍ１『

浜ＩＩｊｔﾉ:大の'１１A片1lxり迎え'１｢件と．都立Ｉ上化ﾘﾊﾟ院の

注射器取り述え’'１:件からだろう．これらの`ＩＦ|'|:を

契,磯に医療の没やiUlIIi11iが完全にmiれ，ｌﾀﾐiIlliや|剛（

機関の権威が火|戦した．さらに、思稀の|御11怠織

の筒まl)も､Ⅱわり２()0()ｲi二代前半には|ﾀﾐljii<,ili訟|'|:

数が急１Ｗしてきた．これに追いｲ]ちをかけたのが，

2004年に生じたWIil;ｶﾞﾘ,い比大野病院刺'|:だろう．こ

のLlj:|'|:は，’)緋}1匁が'１$iIj<ｈ標l((;１１９な'ｸ:ｿj(を↑]:った

のに業務上過失致死９１』に問われたことが||;|題祝さ

れ．｜鮒ilJ1体など|馴(界全休が抗離した(1,鵬１１リ

には．産科医が無罪となり検察も控訴をllJr念)．こ

のように異状死1111,111をすると，J111tl「'川'|:として

医師がJ14に１１Uわれる'り゛能性があることに厄.機感を

抱いた医療ll1llは，2004ｲI皇に４学会（'１/ＩＮＩﾉﾘﾄﾞ:}学会，

'1本外１１Ｗ会，’'水Ｉ)ｊ｣:'１１学会，１１ｲﾊﾟ法|焔'γ:会)が

｢診療行為に|)M逃したliL(昔死亡のl【''１１１１について～

''１立的ｌＷｉ]機UMのiiIl段に向けて～」というjl71ﾘ|を

発表した．これを受け，ｌ１ｊｒ生労liIill省は，｜剛(,Ⅲ（

の原lklを究1ﾘ]し，医旅の安全と厩の|ｲﾘ'二をｌｌＸ１ると

いう’１１１９で．ｌ剛('Ｍ〔,１１１杏委し』会の,没,>:を''''二iし

た（ただし、２０()8年４１１第３次,iJIi案が公|ﾙ'されて

以来、進展はない)2)．これを支える'川迄として，

2005ｲ1(911から2()10ｲlK311まで概ね５ｲﾄﾞの|M'’’１

本内科学会が迎憐Ｍｆとなり，’'１ｴﾉ１２')ljl111ll門illi山

ⅢＩＦ業として「!惨;Ｎｉ行為に関連した死亡の,１Ｍ在分１１７

モデル''１業｜が`ﾉﾐ施された．この!！;業のl1的は解

Aiの現状

1．解剖の限界

なぜ解ﾊﾞﾘを前提とした死|ﾉ!'究1ﾘlIIiU度には|u(界が

あるのだろうか．これは、死|ﾉ《1究|ﾘ1の岐終J２段が

iIfll検であることにはついては異論はないが、実際

に''水で汁11検ができる数に|ｌ(界があるからだ．剖

検がどのＩｉＩ１１１則｢われているかについてlIi度Iilli認し

てみる（Fig.1)．2007年Ｉ１ｆ点で，イ１tがIiilのｲﾄﾞ|{;1死

曰本の年間死者１１０万人解剖率は2.8％

剖検率約2.8％
_邑司

へ

、

､ﾍﾟiii

、ノ／、
、

国異状死体１６０，０００体

■解剖紙し

□行政解剖(賀用あり）９，０００体

■司法解剖(費用あり）７，０００体
閉病理解剖(費用なし）１７０００体

Fig.１年間死亡者数と解剖
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亡背総数は約110万体である．また，異状死体は

年ＩＨＩ16万|,|庶発ﾉﾋしているといわれる．リ1万院外でﾀＩｊ

亡するﾘｉＭｌに対･しては通端I｢1法解剖，行政解Ｗｌｌが

行われるが，司法解({]は７Ｔ体程度で苦二1二jWlllll頃

ｌｉＩにある．↑j政解剖は外1京，大阪，兵l[i1i，ｉｍｌ１余111、

愛知など監察医制度があるところで９千体．それ

以外の地域では480体(2009ｲﾄﾞ)と地域格差がかな

りある．これらをあわせても．１万６千体程度で．

異状死全休の約10％雁度しか剖検されていないと

いうことになる．それでは、リi苅院|ﾉﾘで通常１｣:われ

るⅢ)i理解剖はどうか，日本）i>i理剖検1'111報によると

2005年の19,347件から．２()07ｲﾄﾞの16,797とｲﾄﾞ々

減少している．これらを全てあわせた現時}A(の剖

検率は2.8％となってしまう．これは、100人の症

れている実態が社会にあきらかにならなかった典

Ⅱjとして挙げられる．AilL1体は，ＣＴ装liftなどが

あればどこでもできる検盗であるが，ＡｉというＩｊＭｉ

念がなかったために学会などで発表する場がなく、

ﾙiiF'1もまとまらないという悪循蝿を起こしていた．

当然のことながら．Ａｉが社会に認k11されてくると，

"Aiをｊｉｌｌっている人”は、１７％（'05年)から８９％

(09ｲ1を)に急上｝１１.している('可アンケート結采)．

残念ながら，放射線科医には，タピ体に,,hi像診Wi：

をするという発想はなかった．Ａｉという言莱を

使って死後画像検査を－つの学lH1にするという発

想が販腰であり，それを腿1lFIしたのは，》)i理医で

ありＤＭ：作家である海`M輔である．この発想は、

まさにコロンブスの卵である．またＡｉは，どこ

でも平襟にＣＴを使って客観的な死因究1ﾘ|を行う

ことが'１能で，全国に１万台以｣者ＣＴ袋ｌｉｆｔがある

||本の１１｢情によくあったﾀﾋﾟ１人|究|ﾘ1〃法である．こ

れも今後、Ａｉが１１本でiulL及する－つの喫因とな

るだろう．

lljllがあったとすると．３人しか正Iillliなｸlil人|究|ﾘlが

されてないということであるこれでは、いくら

モデル事堆をIIill度化したとしても，解(１１をiii腿と

しては症例が集まらないというのも､'1然だろう．

現突にモデル１７業では５ｲﾄﾞｌＩｌ１で1001'１Ｎ程度しか実

施できていないのである．この現状を厄Ｉ１Ｌ、医

嫌の現場でできることはliIかと考え，実践されて

きたものがＡｉである

３．Ａiの実際(Fig.2）

それでは．般臨床Ｉｸﾐなどが今後経験するであ

ろうＡｉには，どのようなケースがあるのだろうか．

大きくⅢ)ij院|ﾉ1でｸﾋﾟ亡した症例と病院外でｸﾋﾞ亡した

症例に分けて-勝えるとIIl1解しやすい．

２．Ａiは既に行われている

′ﾉﾐは実際の医療』1場ではかなり前からＡｉが笈施

されていたそれは，救急UM連のAiである．Ａｉ学

会が行った2005ｲﾄﾞのアンケートでは，８９％の救急

病院でAiが実施されているとのILJ|答がありい，ま

た，2009ｲ１２に１１本救急医学会診旅行為IjM迎ﾀﾋﾞの

死lk1究lﾘ]等の在り〃検討特別委員会Ai作業部会

が↑｢った「救急科(Ｗｌ１医に対するＡｉに関するアン

ケート(救jiZ1科専''111児2,84Ｗ,にアンケート，’111収

率27.7％)」では，救急科ＶｊＩ１１ｌ医の65％がAiの経

験があるというiWi采であった．これは，Ａｉとい

う，;・蝋が今までなく，心llIIili5Ilご後に行うIlIi像検査

をＡｉと呼ぶのだと,;&識されるようになったこと．

また，このようなアンケートiiM査を行うことで初

めて実態がlﾘＩらかになってきたこれはまず，Ａｉ

という概念が定符していなかったということもあ

るが、来院Ilf心Ｉｌ１Ｉｉ仲''二で搬送されたり,i:例を保険請

求するために「生きていることとしてIWiﾐされ

ることが多く，死後''１１１像検代を実施していること

をあまり公にしたくなかったことなどもＡｉが行わ

Ａ：院内で死亡した症例に対するＡｉ

現に病院|ﾉﾘではどのような症例に対してＡｉが

行われているか．大きく２つのパターンが琴えら

れる．

Aiの実際

､〆

例に院ﾀﾄで死亡した症例に､
対するＡｉ

せず☆心肺停止状態で
医療機関|こ

が搬送された場合）

－１壼鱗、事

／ 、

院内で死亡した症例に

対するＡｉ

☆医療施設で予期せず
死亡した場合

☆過族からの要望が
あった場合

足

Fig.２Ａiの実際
いずれも医師が必要と思った症例にＡｉは実
施されるべきである．

６
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１．１剛(施設でi>19'せず死亡した場合

２.遺族からの喫望があった場介

院1ﾉ1で死亡した》恒例については，リIijllifがわかる

し、検iffもいろいろしているから、死lklなぞAiを

しなくてもわかるのではないかという葱|,,Lがある

かもしれない．ただしこれは町{lliを過剰に傭噸す

る遺族(医荷はlilI様で'1Jでもわかると思っている辿

族もjIllいの他いる）や，｜M,iﾙi〈現場をあまり従l1らな

い人の怠兇である．現在の医療Ilill度では、ターミ

ナルの忠者に剛iii的なＤＩＩｿiiiや検代をすることはま

ずないこのため，死亡liiiの般終IIlii像検i1fが３か

)1以上liiiであるということは住々にしてある．ま

た，未!＃｜のがん忠音だからといって必ずWi'７で死LL：

するわけではない．誤嚥性I1iIi炎や、思いもよらぬ

11M)脈｝|W破裂などが起こりえるのである．これらは、

臨床経過のみでは1;'|断できないこういった場合、

癖で死亡したのではなくても|ｿ11ﾉ《|ﾀﾋﾟだから１N]題な

いだろうという怠見を１行昔もいるだろう．確か

にその皿1)であるが，では遺族にはなんと,寄って

,猟|ﾘjすればよいのだろうか．急変した場合には，

1,LA者に１１１１か大きな問題が起きたに迷いない，場合

によっては，｜剛(ミスかもしれないと辿族は考え

る．辿族に対して，医(ll1iが何が起きたのか説1リル

ないことで(木､'1は，医師も'１Jが起こったかわか

らないので説|ﾘ1できないのであるが)，隠し事を

しているのではないかという辿族の疑念は，さら

に深まるのである．今までに行われている医療週

,渓の裁､ﾄﾞｌｌでは、多くの｣酬合，Ｉｉ１ｉが起こったのかll1

実を知りたいから裁判を起こしたという意見を多

拠の一つがＡｉである（Fig.3)．体を|j’つけず，短

時'１１１で検在が終了する．ＣＴ装祇があればｲ芝lI11ど

こでもほぼ|ｉｉｌ－レベルの検從が可能である．また，

医旅`|＃故が起こった'1#点に,,',i像が搬彩されていれ

ば、これと死亡時のＡｉをl1ilじモダリティで比,|ijtす

ることができ，よりlf1li度の,１．iい怖報を得ることが

できる．これに対して解剖は，事故が起こった時

)91の怡糀はなく．様々な治l)ｉｆによる修飾がUⅡわっ

た状態で初めて行われる．モデル覇業の調僻M告

でも解剖のｲj効性に疑Ｉ１ｌ符が投げかけられている

のはこの点が大きい．院内のｸﾋﾞ亡川ﾀﾞ'|でもＡｉが必

要であることが理解していただけただろうか．

Ａｉが一般に普及してしまうと医旅I11llからのI|,し

,'11ではなく、遺族からＡｉをやって欲しいというIk

1Iilmが発生する'１J能'''１;がある，というより実際にこ

ういった案|'卜がすでに各地で発《|ﾆしている各病

院では許依瓶されても実施したことがない，だか

らできないという，；い訳はiY1:されなくなってくる

だろう．Ａｉができない病院＝'二1分たちの行った医

療を公表できない）IXibEというレッテルを1111iられて

しまう時代が来ているのであるＡｉが遺族と医療

者１１１１の信頼1>M係をＩＩ１ｌ役するツールとしてもｲjlllな

ので，是非とも将病院でAiを実施できる環境を整

えて欲しい．

Ｂ：院外からの症例に対するＡｉ

これも大きく２つに分かれる．

'・心I附停'1:状態で|憂療機Ｍ１に搬送された場合(救

忽搬送の症例に対するＡｉ）

２．１幣察などが関与する異状化

救急搬送された症例は，人院思荷以上に病歴の

人「が附雌で、体炎からの'１１１f報が企てである．膳

髪旅これは１１Lﾂミ iiiiPjillりたいというより．<聞く

過誤でないことを確認したいということに他なら

ないのではないだろうか．それでは、タビ亡時の

客観的なiiif拠とは何だろうか．カルテの,iL11jJ？こ

れは隆nlliや看測Illiがそのときの状ﾙ11をi;し】録するだ

けである．解剖？病理解＃１１の場合は、遺族の承;ｌｉ

が無ければならず、急変し気が助砿している遺族

に体を切り刻みますがいいですか？という厩間に

yesと答える人は少ないだろう．また頭部の解問'１

の承諾は別に必痩である．頭部の解剖･'１１汁Mなしで

ﾀﾋﾞ岡究|ﾘ1をしなければならないという実I1Iiは，実

はあまり)iⅡられていないまた．実際にﾊﾞﾘ検索は

3％を切っている．このように，リ,)i理解lWllがほぼ

不可能な現在の|ｸﾐ療現場でできる雌も客観的な証

Aiの利点

.生前画像と同じモダリティで比較しやすい

・迅速に結果が得られる

剖検の制約

・生前との比較は不可能

→様々な医療行為により修飾される

・結果を得るのに長時間を要する

Fig.３院内死亡に対するＡｉと剖検
剖検では様々な医療行為の修飾が加わった
最後の状態での情報しか手に入らない

７
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これは'１本|兇iIlli会のAi検討会から}'１１された答１１１で

(Fig.4)．仮に全例行ったとしてもｆＩ２ｌ''115,000体閥１

度であＩ)．一体5万}ｴ1と仮定しても．2.5億''1で検

侮の突施が,J1能となる5:．また，／iを例行うことが

原111|となれば．これは異状死の疑いがあるのでＡｉ

を行った〃が災いかもしれない、でも辿族にそれ

を脱IﾘＩするのは大変だという現場の小ﾘﾑ科|児のス

トレスを'|iﾋﾞﾙ|iすることにもつながると思う．

また，201()ｲ１２に改訂されたｌ１ＩＭｌ器脇１１１１１法では,「虐

紳を受けたり,liifがﾀﾋﾟ亡した場合に､'1,i刻Ｉｗ(から臓

器が.腿01iされることのないよう，｜i’I11Iil剛(に従'１『

する荷が児jmifに対し虐待が行われた鉦いがあるか

どうかをIiWi紺し，及びその'ﾙｉｆいがある陽介に適切

にjM･Ｉiiiするための刀策に関し検,i､|をUI|え、その結

Ⅱとにｊｋづいて必要な措識を,１脚ずるものとする」と

いう文,１．が|､｣け川|えられた．H１lｿﾐにﾘil1iifll噌待でな

いことを確認することは．児fif虐待であることを

Iilli認する以上に体表からの検ｆｆではlｲ:1靴である

(Fig.5)．」兇突的に可能な検査〃法はＡｉ(この場合

死の定筏は別ｌＩＩｌ題とする）しかないだろう．この

判定は，llUⅡ#性が求められ，また第＝勝の怠兄も

必煙だろう．lI11i像検査であるＡｉはインターネット

を使うことによいこの要求にliiえることができ

る．B,l状では、対liilできる機llMはAililjWlセンター

に|l(られている．各病院とAili1i､ﾄﾞⅡセンターを結ぶ

ネットワークシステムが榊築できれば，」【M場|剛（

機関の[１１１１も'|i瀞1,iliできるだろう．

ﾘﾑｲ[料Ⅲ)i院が雄も困惑しているIMI題が，》苅院

以外からのＡｉ実施についてではないだろうか．院

外ｸﾋﾟﾋであるから，既往歴は分からない，またど

のような感染liiがあるかも不|ﾘ|であるそのよう

な症例に対して、一般臨床機をＩ１ｈって検iIfを実施

することについて抵抗があることはもちろんであ

る．多くの場合は，検査は警察などから依頼され

る．彼らは．Ａｉがどのように行われるかという知

察医IIilI度のある地域ならば，そのまま麟察惟務院

に送り監察医による異状死体としての検悦・検案

に任せればよいが．その他の地域では、搬送され

た病院で救急の医師が死体検案ｌ1$を作成しなけれ

ばならないこの場合，搬送されたALMifがなぜタピ

こしたかをIilMLたいという医学的1,,1地から，ま

た、ⅢｌｉＩ/|:1J|;のある)iii例を見逃さないためにもＡｉは

'剛mされる．Ｗｉに小児科領域では，リdjif1,１打ｷﾘｉｌｉＩﾀﾞ１１

がjltも大きなIH11inとなるだろう．町ifⅢ郷lil''１，１ﾊﾟは

家庭など病院外で発叩こし，その多くが|剛〔機ULlに

救急搬送される．これは，自宅で死亡すると悴察

がやってきて，）,lii侍の本実が判{ﾘ]してしまうこと

をﾉ!Ⅲ'ｌｌｉＦ群が厄･ＩIけるということも典|ﾉ《|としてある

ようだ，ただし，児iiZ虐待は．本来jlfもI1i1i【iし、

ｒ供の状態についての情報提供背であるはずのＩ１１ｊ

親などによって行われることが多い．、'1然のこと

ながら，D1rI1淵である1,1i親はどのような状況でhl1

故が発生し，救急搬送されたかなどについて、膿

偽の[Ｉ１ｆＬｆをすることになる．また．卿l1iが児髄l[噌

待を疑ったとしても，病理解剖には辿族のﾉＭ１ｉが

必要であり，Ｕ'''’1ｉｆ行が同意する''1能'H1は'1【い

ここにＡ１を導入するとどうなるだろうか,Ａｉは

J|:破壊検wiIrであり，短時'''１で検ｆｆも終「する．こ

れに)又対する辿族は少ないとIiLlう．ただし，Ａｉを

↑fうかどうかの11'ｌｌ１ｌｌｒを，現場の小ﾘﾑ科の|ｸ:i1lliに|［

せることにはllIi仇がある．児竜虐祢が疑われる｣),１

場で．D11Yi洲のＩＩＪ能性がある遺族に|（j｣かって，「ﾘﾑ

｢ifⅢlii侍の疑いがあるのでAiを行いたい」と向わな

ければならないというストレスを，小ﾘIMi:'１１１〈にか

けなければならないからである．これを避けるた

めにはどうすればよいだろうか．一つの案とし

て。１４歳以1〈の全例にＡｉを行うという〃法がある．

日本医師会からの提言

･１体５万円で試算すると…

･小児全例５千件では，２億５千万円必要．

･心１１iii停止救急搬送患者全例１０万件では，５０値円

必要．

･異状死全例１６万件では，８０億円必要．

･死亡者全例では570億円必要．消費税約003％

分である．消費税を上げるなら，こういうところ
に使うべき．

Ａｉで行うべき事は…

,死因究明であることは当然であるが，

･医療事故でないこと‘児童虐待でないことなどの
陰性所見を客観的な情報として提供すること．

.そのためにも。第三者機関が必要である．

Fig.５第三者機関の必要性Fig.４日本医師会Ａｉ活用検討会から

８
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識が充分でないので．‘ﾉﾐ他のための'ＭＩｉを認識せ

ずに各医療;機関に対してＡｉ`腱施のお願いという文

議を回すだけという悠'１'v環である.搬送経脇の設

定，汚染防謹の処lift，検Ifi;受Ｉ､川|H]のi没定など゛

院内での取り決めができた段階で検ｉｆを引き受け

るべきだろう．少なくともﾀﾄﾊﾞ|jからのり１１:例に対し

ては，汚染防継のiiM点からも辿休収容腱に入れ，

汚染防止処慨をとった上で搬送されることが望ま

しい．また、外部からの搬送）'iillj''にljUしては，異

状死の可能性がI(Iiく，，洲’に')Mしては，各病院の

放射線科医などのf１１，１を,'iifih1iさせるためにも，第

三者の読影機関(AiIiliwiセンターなど)に依頼する

のも一つの方策である

Ａｉ実施の問題点，有効な制度設定

実際のI矢療現場でAiを実施する場合の問題点は

何だろうか．また．それを解決するｲ『効な制度を

作るにはどうしたらよいだろうか.いくつかの項

１１に分けて解説する．

各旧人に１１L'1のみ'ﾉﾐ施される検駈であり，全ての

国鶴が平等にこれを受ける樅ﾉ１１１１があると考える．

2.専門家の育成について：頂点は高く麓は広く

ＡｉはlIlli像診断であるから，検？fが終了した後，

読影をｲjって初めて光lWiする．水>|`ならば，画像

読影の．(!』i'''１家である放り'線科の,,,,i像診,I1i,髪が報告

苫を作成することが蝋ましいが．他の診臓科同様，

人員不足などのl1Ill趣もあり，Uil状では多くの病院

で、Ａｉの１１M影をオーダーする11111である＿般臨床医

が．lTil時にＡｉの統彩も1｣:っているという実態があ

る．このため、，流彩のｌｊｌ１１ｌ家である放射線科医の

育成以外に．臨床の､１１場でＡｉに,Ａ１与し読影する医

師に対する研修も必要となる．また，Ａｉに関して

は単にlIll1i像診ｌｌｌｆ医だから,流彩できるという訳では

なく，死後変化などのjiI1,識を瀞i1lLし．一般臨床医

からＡ１についてコンサルトされた場合，回答でき

るだけのｸi'１識が'必喫である．搬影に関しては，高

度な医療機器を''１いて検ili;を行うので，診療放射

線技|､iのllM-lj-が必弧である．

１．Ａiの有用性と限界

現在までの服く!iでは，Ailii独の'則勉でﾀﾋﾟlklが判

|ﾘ|するのは３i1ill，MRIをIik1Ilすると５～６;{iljとい

われているある､１１度lilMiが進んだとしても，こ

の率はそれほど変化がないだろう．雌も[､要な点

は，解剖との比1陵ではなく、」iWl597％以'２の死者

が休表検視のみで死|ﾉｉ１究'ﾘ1されているという事態

である．この考え方では，、'1然のことながら．Ａｉ

は検視の段階で体表検i《1,1をﾄﾞ'Mうものとして使用さ

れるべきである．また．タビIkl究1111もin要であるが，

大きく内因ｸﾋﾟであるか，外lkl化の１J能性があるか，

また医療過誤の''1能性があるかだけではなく、医

療過誤ではない(negativGIindings)ことを第三者

が報告することが,ﾛｾﾞである．この槻点からもＡｉ

は医療現場で実施されるべきであり，その読影に

ついて第三背が途lflWネットワークを使11]して報告

できればよいここまでｿを施できれば，その後解

剖が必要であるものについては、それぞれ）'城LIl解

剖，行政解剖，，｢|法解剖とルゼり分けができるモ

デルQlf業とは切りljll【して琴えるべきである．

犯罪死の兄逃し|ｿjItに|兇Iする特MIlllt論調査でも

死因への関心はI(.『いという，liMiIfが}|}ている．これ

は一般の死についてもＭ１てはまるだろう．Ａｉは、

大きく分けて３つの柱があると思う．

１．読影を!､ｌｊｉＩｉ１Ｉにｉｆう放射線科|兎|(りけの!』iiIiI]医

Iijl｢修ＩＩｉＩ度

２．Ａiに関わる|ｸ&｢I11il(']けのＩｉ１１修ＩｌｉＩ度

３．Ａiを撮影するi洲(放りl線技i1lli研修Ｉｌｉ'１度

以上の３つが必哩なのではないだろうか．

LIIili像診Milf(Ｗ１Ⅱ児については、１１医放．専門医

会が議論し実施にｌｆＩけて検!;’'''１である．現実的に

は、2011年１１１２２，２３１１に|汁11M1された専門医会

のミッドウィンターセミナー（IwiilM1)で，２｢1間に

わたって柵↓YおよびijlM験を実施した．今後この読

影専lMl医については，111ｸ息放が,柵定する形になる

と港えられる．

２．ＡiにllMわる腿illliIｲﾘけの1U｢修Ilill度についてであ

るが，実際の|剛(U,1場では，放ﾘﾄ|線科灰以外にも

救急1匁，Ⅲ)i｣:1111匁などがＡｉにUMﾉjしている．また，

異状死などの場合，化１，|X検案,11:の作成を求められ

る特察縢なども今後Ａｌを行う１１$例が増えてくる．

このようなﾉﾂ々に'ﾉﾐ際にＡｉを行う場合の汚染防謹，

搬影方法，統影などについてXll識を持ってもらい

たい現状ではこれらのＩＤ｢修が１１J能な団体として

９
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Ai学会が母胎となることが考えられる．２０１１ｲ|是２

)１５，６１１のＡｉｌ１ｆ:会総会にあわせた1ﾘﾄ修会が|ⅡＩＩｉｌ１

され。これにはＩ胃１本医師会および'１本放射線}伽ｌ１ｉ

会がjLlIil開催を行う．

3．放りl線技illliの１J｢修制度については、呪/l11l水

放射線|知､会が検討に入り．Ａｉ学会，１１本卿I1i会

と其l1ill汁1催で術瀞会を行い，Ａｉ認定技illliを慥成す

る〃針であることが決定した２()11ｲ'１２１１５１１，

６１１のＩｉ１１修会には，診療放射線技lH1lliも参UⅡし，Ｉ珍

旅放り､1線技nllilｲﾘけの特別ｉｆ樋も１７われた．

過族の承諾''；も必要だろうし，院|ﾉﾘのIiiIil1瀞侭を

皿１－必喫もあるだろう．これら，Ａｉをオーダーす

るlI1ll、つまり，入り１１部分のl鋤(i)M係背に対する

Aiに関する)iⅡ識の稗得が是非とも必要である．こ

れが麓を広くということである．この体,,i,,ができ

て初めてＡｉの検査はYil能となる．ＣＴ装ｒｌ１の,IiIj度

1W'''1および運営はもちろん診療放４，線技,,,,,iが,,!､,，

すべきである．彼らにＩｉ１Ｉｉ度の１，WいＡｉのMi1i杉を↑「

うためにはどのようなl[11i像が必喫なのかというこ

とをJ1'1解してもらった'二で，Ａｉ検代をﾘﾐ施しても

らう必喫がある・これが，診旅放り１級1k1,,|iのため

のlil1i習である．またＡｉは検介が終了して光結す

るのではない.ＡiはllIli像診断を行い，，,,,i像検fffの

#|(ｉ１ｉ１ｌ｝が作ｌＪ１ｂされて,iﾉjめて完j,iIIiする．行),)i院の,1,,ｉ

像診lwr医がｌ･分なＡｉの知識を持って統彬に､,,た

れば問題はないのだが，現状では，マンパワーが

不足しており，診断医が存71首しないⅢｊｉ院すらある

頂点であるlllIi像診断医の養成が急務であることも

ｊ１１１解してH1けるだろう．ただし，（Ijlllll笈｢|体の激

が'！《られている.現》'Rでは.多くの場合､Ａｉをオー

ダーした脇〃iﾐ医が読彩を行うことになるだろう．

彼らが'('Ⅲｌｒに'ｲﾐ'ったりIii例あるいは，他行の葱1,Aを

'Ⅱ'きたいという要盟があれば，それに》ijえる〃法

を川慰しないと'全国的なAiの杵及は無1111だろう．

このためには’インターネットをlJliIl)した，コン

サルティングシステムが必要であり，各地に今後

できるであろう，地域Aiセンターあるいは、多

くのＡｉ４ｊ〔'１１１１兎が所脇する第三什機UMであるＡｉ`,lli

WlセンターなどとネットワークをW,$簗することが

必喫である．

このように際えると．Ｕ[修Ilill度もかなりわかり

やすく[腱理できるだろう．要約すると「lrMj,(･ｌｉ

く雌はu《く」という考え方になる(Fig.6)．｜Y[点を

Iriくというのは．Ａｉ読影のuji門|菟たる放り|線「:１

１診Illi:|殖を育成するということで、異,iiiはないだろ

う．雌を広くという部分に対して解,脱したい．リ,！

状での雄大の課題は，全lIilに１万台以上ＣＴ装Ii'ｔ

があ})検T1iEがiIJ能であるのに対して、検査をオー

ダーする側の|ﾀﾐ｢IIliが，Ａｉにl蝿|するjiI11搬がｲ<｜・分

であることである．遺族からのＡｉ`ﾉﾐ施の要LM4が

あったとしても.「どうやったらよいかわからない

→だからできない｣という畷術潔になってしまう．

この[iの連鎖をＩＩＴち切るためには，まず，検廠を

オーダーする側の医i1iliにＡｉの有川''１１と限IALなど

についてjillってもらうことが遁要である．｜MiiLi<|蝿

を使って行うことが多いため．どのようなⅡflAl,１１１；

に検ilfを行うか、また人１１につぎにくいような

搬入総ll1hなどについても決める必艇がある．また

研修制度：頂点は高く麓は広く 3．有効な制度設定

Aiプリンシプル

ＡｉはＩＩｉｌがiﾐ導し導入したのではなく，IMiiIi<のＢ１ｌ

腸から必要に迫られて行われてきた死１人|究|ﾘ|方法

の一つである．このため、搬彩や統彩に関するガ

イドラインの1隈備が遅れ，各地で様々な形でのＡｉ

が笈施されてきた．今後Ａｉを広くイ１．効にi1MLする

ためには，まずAiについてのＭｉ'tづけをはっきり

し､行施liM(でどのように実施し，辿族およびﾄﾞl:会

に投)):てるかを確認する必要がある．大きなｌ}(1111

(プリンシプル)をここで提示する(Fig.7)．このIHi

11llは寵MiiWiiliで．検iffは医療,機llMで1剛(従!lｉＢｆ

放射線科専門医に対する研修制度
死後画像読影の専門医を育成する

熟

診療放射線技師に対する研修制度
Aiの知識をもった診療放射線技師を育成する

１１N
彫

鶴』
依
噸

Aiをオーダーする臨床医に対する研修制度

死因究明におけるAiの有用性を理解し、
各施設での管理運営する医師を育成する

Fig6Ai研修制度について
読影専門(頂点)と，入り口部分(麓)とに分
離する

7０
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(診Ｉ)ili放射線技''１１１i，脇lﾉi<|災，放射線科医)がi]:う．

行った検査に対しては#|』(IiI酷を作成する．その報

告,'１は皆に|)M示する．Ａｉの費川をキチンと仏う゛

そのf1l1i1は|馴泓!jを1-1;辺しないためにも|馴酬外

からIIJが文払うべきである．というものである．

いずれももっともな怠兄と思われるかもしれない

が，リ,l在各地で行われているＡｉにＩ)Mしては，21用

が支払われず、病院負111で実施しているケースや，

折ﾌﾟﾘＡｉを行ったにもかかわらず，巡族に検Tlrの報

i1iが行われない，または搬彩した１１１１i像情報が外部

に,'１１,てこないといった１１:例が見受けられる．とく

に法医学関述で導入されたＣＴ装liftを便川した場

合，他の司法ｌｉ１ｉ報とl1il嫌の取り扱いをせざるをえ

ず．辿族にも容易にliliWiを伝達することができな

くなってしまう．このような市例が頻発するとし

たら，辿族、｜《|:会に対するＡｉのｲ1111性が大きな制

限を受けることになってしまうだろう．今後は，

このプリンシプルを守る施設をＡｉ１沼定施設として

公,沼していく方針である．また．併地のＡｉセン

ターなどが述絡を密にし情報を｣しｲj化するため．

2011ｲﾄﾞには、述絡協議会を日本隆illli会主導で|ﾙ1催

するi，定である．

ているil雌で，AiVjiLI1]のＩＩｉｉｌｉＭｊのモバイルCT装

Iif11を各ｿi)i院へ派)uliする方法である（Fig.8)．また．

院外異状ｸﾋﾟなどについては，各地域に１～３か所

胴1度外部からのＡｉを受け付ける地域Aiセンター

の設置あるいは承,認が望ましい現状としては，

IMiに20か〃｢程度導入されている大学》所院などが，

''１心的な従iIillを||[うのではないだろうか．１１剛（

|割に1Aiセンターの,没Ｉｉｊｒが望まれるが，現在の行

政区分を時えても，現実的には県iii位でのＡｉセ

ンターのＩ没liftが考えられる．１噸〔1劃1ﾉﾘの各施設を

統合し，検街の実施および二次読影を行う地域Ａｊ

センターの候補としてはいくつかのパターンが考

えられる．

１：住fY大学方式附屈病院|ﾉﾘにＡｉセンターを段

|間し，Ｉ珍臓放射線|州Ｉｉが装|｢''1を管理，運営する．

外部からのＡｉ症例も'jlき受ける施設

２：東北Ｍ{:方式法医学牧寵から依りiIiを受けた

放射線科が施設の迎憐，楢;''11を行い統彩結果など

について法隈学教寵に提i」ける．

３：鹿｝il1I;&方式』し医師会がｉ２導し各病院と遠隔

ネットワークを川いて読影をＡｉ情報センターに依

ｌＩｉｌIするＡｉは救急|剛〔と親和性がii.iいため．閥|ノリ

の名救急病院と鹿｝と);3県に識ｌｉｆｔされる-i，定の読彩

センター(救急画像について`ﾉﾐ施，Ａｊについては

Ailfj報センターにコンサルト）との|ｌＨを述陥ネッ

トワークを111いて結ぶ．

最も厄嘆な点は，検査の実施と読影を分けるこ

と．それぞれのl8lは途隔ネットワークシステムを

|i；簗し，ある程度のMl1時性をもった読彩報告書の

送信が''1能であること．このぞえで行けば，当然

のことであるが」)'１脇Y1ill1と,流彩費川は別々に拠

地域Ａｉセンター

Ａｉに|』Mするﾙﾋﾞ彩専１１１１腿の数がト分でない91》|ﾉ(で

は、まず，Ａｉの検査実施機関と統影機関を別に

考えるべきである．、検１１㎡の実施については，対質

Ⅱ|効果のliiiからも，既にインフラが整っている’１

本に１万台以上あるＣＴ装置をまず使用すること

が検,;､lされるべきである．諸些MIliにより院lﾉﾘ装|門

がＩＭＩできない場合には，モバイルＣＴの利111も

選択肢の一つである．これは．（M1フリールが行っ

Ａｉのプリンシプル

１．Ａiは医療現場のエンドポイントで医療従事者が

行う．

２Ａiは医療従事者が診断し報告書を作成する

３．Ａi情報は，医療従事者並びに遺族関係者に中立

的かつ公正に提示されなければならない．

４．Ａiの費用は医療費外から，医療現場に支払わな
ければならない＿

Ｆｉｇ７Ａｉのプリンシプル Fig.８車斌式ＣＴ装置
フリール株式会社

Ｚノ



１２１１本小児放｣１１線学会雑誌

出されるべきである．ルI源としてはばりji(費外の.

般会Ｉｉｌから支１１１，されるべきである．Ｉｉｉｔｆｆが行える

施設としては今後制定されるであろう、Ａｉ認定灰

とＡｉ,栂定技li1l1iが存在することが必須である．また

必ずlili報提供が,ｌｌｌ１来る体制であること，読影報〈１１

書を作成するあるいは外部に作成依'|inを行える体

制にあることが必要条件である．

した．インターネットに接統出来る環境にあるパ

ソコンがあれば、qjilMのソフトをダウンローＩＬ

(無料)、ＤICOMのiHli像Ｉｉ１ｉ報，liili↓i<Ili1i報などをあ

わせて１１;縮送信することが可能である．所要時ｌｌｌ１

は1ギガバイトの1,1i報量ならば光lIIl線で1()分程度

である．

現在、放射線科医不在の病院からの読膨依頼，

,iﾉﾋﾞ影にｌｌｔ渋したりiii例に対するコンサルト，｜虹療過

,；！(疑いなどで第三背の意兄を聞きたい場合，裁判

などの場合の1111i像鍛定業務などを`夷施している．

また各地の地域Aiセンターを統合し，ＩＩｌｉ報を統

IiIiし一州嚇;理するデータベースの作成や．ネット

ワークを川いたオンライン教育システムの|ﾙ１発な

どを行うｉｼ定であり，Ａｉ'１１１i報センターがそれらの

111心となるであろう（Fig.10)．Ａｉの|ｉｆ報は社会的

な資産になりえる．半永久的に保綱;し,データベー

スとしてlLlil11可能な状態にすることが望ましい．

また客iliMil9なli1rliMであるから、過ﾙﾐはもとより医

娠機関l1UlにもIili報が提供されることが望ましい

Ai情報センター

ｉｉｉｉ述した，地域Aiセンターが各県に１か所ずつ

設ｌｉｆｔされると，その地域での院外異状死に対して

検査の実施は１１能となる．ただし，全ての地域Ａｉ

センターにﾀﾋﾞ後lilji像j(Ijil11lの読彩が常Miliするように

なるのは、たとえＡｉ協定読影|刺i１１度が出来たと

しても，画像診Ⅲi:医の絶対数が不足しており，不

可能だろう．法医学会が提Ｕｌ１した死1人|究|ﾘＩ医>[i(セ

ンター赫怒も'１１１じ間1,11Ｊを抱えており，１１洲§に乗り

上げている．この１１}]腿を解決するには，やはり統

影できる人材を－種に災'１Jし効率的に運川する

必要がある．このために設立されたものが一般Ⅱイ

lill法人Ai情報センターである（Fig.9)．Ａｉ情報セ

ンターは，lji11ﾉﾘの低い解剖率のDil状をll1Iliまえ〃Ｅ

Ｉｋｌ不ｌﾘ１|《|:会」の解消をⅡ指して第三者ilりな診llJr機

関として昨年､段立された．常勤は型ｉＷｆｌ名だが，

小児放射線ｲ:}傾城のエキスパート２‘i'１を含めた，

死後''１１i像変化について経験のある放射線科専ｉＩ１ｌ医

が1():izi登録されている．各ｿ,斯院で発′|ｉしたＡｉの

診断の要請に，ある{1,11釦１１時'''１;を持って対応する

ため，インターネットを利11]し，画像データを１１：

縮送|,;するファイルアップロードシステムを|ﾙ|禿

まとめ

」兇状に11|Ｉしたｲ『効なIli1l庇,没計を行うための提言

をする．

１．Ａiはスクリーニングとして実施する．解ﾊﾞﾘを行

う場合もこのＡｉを利川する．

2.Ａiの実施は，辿族からの希望があるもの，医lili

が必要だとfllIlIrしたもの全てにｉｆう．

3.Ａiは検代と読彩に分けて考える．

4.Ａjのネットワークは11,Uli位で艘lilliする．また整

【熟j;ＷＡＩ…ＡＩＭ…蛍』榊層ｌ…《｝ｉＡｑ蕊駒“I’
５１，面、

錘ElUelpAfWifIMニン夜一

1iliii'iｌ
囚

'、』。
、

＝戸■且源「■z衡矼凉百⑪▼DHTユ旬■■

1コ””lトビ，ｸス

･oDlom･m2EJU串』写o愛】gjn臣汰両邦OT-工Ｌ崖
・26806,Ｍ⑪陸鍾Qに野$:WjRIt6mArL詮

･;CIOい$】月町筥0空顕E（･財勺一囚凸8池汀ｕ巳
・7CICC3,01画１ケj打｡『ﾕｪUユプロ－３尼前世洩企

･矛ⅢOnlUOHU揖一＝-西Ｔ－Ｅ字ヒ
ゴ

ーコごＩ山と３ＣＤＵ＝HZJU＝藍】UエアＩＤプし壹し=

守詣泥黙契こ■坐尺一撃ｒ－Ｔｎ江し局
C8c3g鋺射巳弘ＩＤ■ﾖｺLef5UT巳受ｙｒ〃宅
一に色ﾆーニムー■･■■、＝－Ｆ勺寸■二｡。●■

蝋蝋鋭
I翻り】状況

｡=ぜ?■最ＯＦＦ

Ｆｉｇ９Ａｉ情報センターＨＰ Fig.１０Ａiネットワーク
Ａｉ情報センターと地域Ａｉセンターの関係
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死が疑われるならijl法解剖へ，公衆衛化、あるい

は,甥‘:的な兄地から解剖が必要なものは病理解剖

へ,,,,せぱ良ぃ餓小のインフラ整備(fく病院とＡｉ

センターなどの情報ネットワーク椛築)で，全国

で､|え弊に実施できるﾀﾋﾟlX1究'ﾘⅡＩｉ１１度を|;＃簗する．こ

のために、Ａｉは最良の処方鑓である．

術の対象となるのはＣＴ装置などではなく、各

・機関を紙ぷネットワークシステムおよびデータ

を縛えるサーバーなどを含める．

5．各県iii位に地域Aiセンターを,没閥する．また

各々のセンターを統lil1iし，I1IiWiの曠J:[11および

データベース|＃簗のためのAiｲ１，'洲センターが必

要である．

6.Ａiは統形が終「して初めて検從が完結する．必

ず読彩報告('$を作成し↑過族，医療機'1Mなどに

｜)卜I示できる理jjZにする．

7.Ａiに'1Mする研修は大きく、放り|線科読彩医に対,

するもの，Ａｉを実施する|聯Iiiに対するもの，ｌｊ１ｉｌ

影を行う診Ⅱ(放射線技｢'１１iに対するものと分けて

考える．

8.Ａiを行う施織については今後,認定制1虹を術難

する．
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このように考えてみると、Ａｉを'''心とした効率

的な死１人|究明制度が榊想できるのではないだろう

か．名施投で，｜A1題がある症例に対しては，院|ﾉＩ

調査会を開き，客観的なデータであるＡｉの|ｉｆ報を

辿族および医旅機ＩｌＭに公|ﾙＩする，Ａｉに対する第三

街の意兇を外部から取り入れ，殺人事件など異状
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